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令和７年度 第２回 糸魚川市介護保険運営協議会次第 

(糸魚川市地域包括支援センター運営協議会･糸魚川市地域密着型サービス運営委員会) 

 

○日 時  令和８年２月５日(木) 午後１時 30分から 

○場 所  市役所２階 201.202会議室 

 

1 開 会 

                                            

 

2 部長あいさつ 

                                            

 

3 報告・協議事項 

(1) 糸魚川市介護保険運営協議会 

  ①介護保険事業の運営状況等について（資料 No.１） 

                                            

  ②高齢者福祉計画・第 10介護保険事業計画の策定について（資料 No.２） 

                                            

  ③国による制度改正について（資料 No.３） 

                                            

④委員報酬・旅費の改定について（資料 No.４） 

                                            

 

 (2) 糸魚川市地域包括支援センター運営協議会 

  ①地域包括支援センターの重点委託方針について（資料 No.５） 

                                            

    

 (3) 糸魚川市地域密着型サービス運営委員会 

   【報告】認知症グループホームの視察を実施（令和７年 10月 21日 委員 5人） 

       視察先：グループホームエフビー糸魚川、けあビジョンホーム糸魚川 
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(4) 意見交換 

                                            

                                            

                                            

 

4 その他（次回日程等） 

    令和８年７月２３日（木） 13時 30分からを予定                                       

 

 

5 閉 会 

                                            



1 高齢者数と高齢化率の推移

・高齢者数は、直近のR7.11実績値(15,444人)であり、計画の見込値より少なく推移しています。

・年代区分では、計画値よりも85歳以上で少なく、75～84歳で多く推移しています。

※R7.11まで実績値（R7まで各年4月1日時点）、R8以降は第9期介護保険事業計画の推計値

2 要介護認定者と認定率の推移

・認定者はR7（4月）まで減少傾向でしたが、直近のR7.11では2,847人でやや増加に転じています。

・今後は、被保険者数（65歳以上）の減少等により、認定率は上昇する見込みです。

※R7.11を除き、各年4月1日時点

資料№1-1

介護保険事業の運営状況 
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３ 介護給付費等（年額）の推移

・要介護・要支援（訪問・通所介護を除く）にかかる介護給付費は、新型コロナ感染症や事業所の休廃止

等により、令和3年度から大きく減少していますが、令4年度以降は横ばいで推移しています。

・要支援(訪問・通所介護)と総合事業にかかる給付費は、令和4年度まで増加傾向にありましたが、要支

援に係る認定者数の伸びが鈍化したこと等に伴い、伸びは緩やかになっています。

※R7決算見込は、直近実績をもとに月割換算で推計

４ 特別養護老人ホーム入所申込者の推移

・申込者数は、引き続き減少傾向にありますが、直近のR7.8ではR6.8に比べて13人(5.7%)の減少となって

います。

（億円）

（億円）

(人)
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１．介護保険事業特別会計の歳出決算（見込）状況（歳出２款　保険給付費）

(単位：千円)

1 1,892,296 1,872,222 1,886,505 1,911,993

2 2,050,538 2,064,872 2,046,398 2,095,788

3 663,549 701,045 715,799 739,741

4 57,622 52,838 61,016 59,064

5 0 141 0 0

6 3,724 3,746 3,716 3,673

7 100,202 102,215 103,416 105,153

8 13,566 12,927 12,396 14,243

9 128,211 116,820 112,423 136,412

4,909,708 4,926,826 4,941,669 5,066,067

(49億970万8千円) (49億2,682万6千円) (49億4,166万9千円) (50億6,606万7千円)

２．第９期介護保険事業計画における保険給付費見込額（地域支援事業費を除く）

令和６年度

令和７年度

令和８年度

３．介護給付費準備基金の状況

※利息額

※第９期介護保険事業計画期間（R6～R8）は、同基金から約2億2千万円を取り崩すことで、第1号
　被保険者の保険料を低減することとしていますが、令和７年度は介護給付費が計画値を下回る
　ことや、会計内の繰越金で充足する見込のため基金の取崩しが無い予定です。

【参考】予算項目の内容説明

1 居宅介護サービス

2 施設介護サービス ：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等の費用

3 地域密着型介護サービス ：小規模特別養護老人ホーム、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護等の費用

4 介護予防サービス ：要支援者に対する「1」と同様のサービスの費用

5 地域密着型介護予防サービス ：要支援者に対する「3」と同様のサービスの費用

6 審査支払手数料　　 ：事業者からの請求チェックのために新潟県国民健康保険団体連合会に支払う費用

7 高額介護サービス費 ：介護サービスに係る利用者負担が上限額を超えた場合の差額支給の費用

8 高額医療合算介護サービス ：世帯単位での介護・医療サービスに係る世帯負担が上限額を超えた場合の差額支給の費用

9 特定入所者介護サービス ：低所得者に対する施設サービス等の居住費、食費負担減額の費用

：訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具、住宅改修、居宅介護支援等の費用

予　算　項　目

14,283

▲ 18,474

14,754

8,178

14,843

1,201

▲ 531

▲ 4,397

▲ 141

▲ 30

令和７年度当初残高

令和７年度取崩見込額

令和７年度末残高見込額

R5決算額

0千円　　　③

8億7,702万8千円　①＋②

居宅介護サービス等給
付費

施設介護サービス等給
付費

地域密着型介護サービ
ス給付費

介護予防サービス等給
付費

地域密着型介護予防
サービス給付費

審査支払手数料

高額介護サービス費

高額医療合算介護サー
ビス費

特定入所者介護サービ
ス等費

令和７年度中積立見込額 194万2千円　　　②

合　　　　　計
(1,484万3千円)

50億6,319万2千円

50億2,704万1千円

50億6,606万7千円

8億7,508万6千円　　　①

・Ｒ７決算見込は、Ｒ７計画値に対して合計で1億2,439万円（2.5％）少ない見込です。

・Ｒ７決算見込は、Ｒ６決算額に対して合計で1,484万円（0.3％）多い見込です。

【参考】
R7事業計画値

R7決算見込－
R6決算(②－①)

R7決算見込：②R6決算額：①

資料No.1-2

1



【介護予防・日常生活支援総合事業とは】

１．総合事業対象者（基本チェックリストによる対象者）の推移

（各年４月1日現在。R7.12を除く）

２．介護保険事業特別会計の歳出決算(見込)状況（歳出３款/地域支援事業費、４款/保健福祉事業費）

【参考】予算項目の内容説明

1 介護予防・生活支援サービス事業

2 一般介護予防事業

3 包括的支援事業・任意事業

4 その他諸費（審査支払手数料）

5 保健福祉事業 ：介護予防、自立支援に特化した市町村独自事業

　要支援認定を受けた方のうち「訪問介護」と「通所介護」にかかる介護サービスの提供、及び要介
護・要支援認定に至らないが日常生活動作などの基本チェックリストにより支援が必要な方に対して、
各種の日常生活支援サービスの提供や集いの場の運営などを行う。

：介護予防・生活支援サービス事業者からの請求チェックのために

  新潟県国民健康保険団体連合会に支払う費用

介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況

：要支援、総合事業対象者の方が利用する通所サービス

：６５歳以上高齢者の介護予防を目的とした事業

：地域包括支援センターの運営やおむつ券助成事業などを実施

・Ｒ７決算見込は、Ｒ６決算額に対して合計で約８８０万円（2.8％）多い見込です。

・Ｒ７決算見込は、Ｒ７計画値に対してほぼ同額となる見込です。

資料No.1-3

（単位：千円）

1 157,095 164,643 167,983 177,326 3,340

2 922 769 1,111 2,390 342

3 131,216 133,416 143,634 132,991 10,218

4 572 571 560 623 ▲ 11

5 5,677 5,788 661 － ▲ 5,127

295,482 305,187 313,949 313,330 8,762

(2億9,548万2千円) (3億518万7千円) (3億1,394万9千円） (3億1,333万円) (876万2千円)

介護予防・生活支援サービ
ス事業

一般介護予防事業

包括的支援事業・任意事業

R7決算見込
－R6決算

（②－①）
予　算　項　目 R5決算額

R6決算額：
①

R7決算見込：②
【参考】

R7事業計画値

合　　　　　計

その他諸費（審査支払手数
料）

保健福祉事業

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R7.12

事業対象者数 282人 299人 317人 306人 319人 324人 340人

282人 299人 317人 306人 319人 324人 340人

150人

200人

250人

300人

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R7.12

1 



1 
 

高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画策定スケジュール(案) 

年度・月 項  目 

Ｒ７ 
２月 アンケート調査発送 ※詳細は、資料 No.2-2のとおり 

２月 第２回 介護保険運営協議会 

Ｒ８ 

４月 計画策定支援業務委託契約 

７月 
第１回 介護保険運営協議会                  …① 

（アンケート結果について、第９期計画値の達成状況・評価等） 

８月 
第２回 介護保険運営協議会                  …② 

（制度改正の動向、基本目標、人口・認定者・サービス見込等） 

10月 
第３回 介護保険運営協議会                  …③ 

（サービス見込、保険料、計画素案等） 

12月 第４回 介護保険運営協議会（保険料、計画案等）        …④ 

12月 計画案のパブリックコメント 

12月 市議会定例会（計画案等） 

 ２月 第５回 介護保険運営協議会（計画の最終調整等）        …⑤ 

 3月 市議会定例会（介護保険条例等の改正） 

Ｒ９ 4月 第 10期計画開始 

※日程及び項目は現時点での予定であり、変更になる場合があります。 

 

 

【参考：計画の構成(案)と令和８年度協議会での調査予定回】 

構成（案） 予定回 

第１編 計画の基本的事事項 
① 

② 

 第１章 計画の基本的事項 

  
計画策定の趣旨、計画の位置づけ、計画期間、計画の策定体制、国の基本指針

見直し等 

第２編 高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画 

① 

② 

③ 

④ 

 第１章 高齢者を取り巻く現状と課題 

  
人口構成及び世帯状況、被保険者数及び認定者数の推移と将来推計、介護保険

事業の状況、アンケート結果概要、第９期計画の評価と重点課題 

 第２章 計画の基本理念と目標 

  計画の基本理念、計画の基本目標、日常生活圏域の設定 

 第３章 施策の体系と展開 

  
施策体系、施策の具体的な展開（基本目標とサービス見込量）、介護保険料の

見込 

第３編 認知症施策推進計画 
② 

③ 

④ 

 第１章 認知症高齢者の現状と課題 

  認知症高齢者の状況、アンケート結果概要、認知症施策の推進における課題 

 第２章 施策の体系と展開 

  施策体系、施策の具体的な展開 

第４編 計画の推進体制 

④  第１章 計画の推進に向けて 

  計画の推進体制と仕組み 

資料編 ⑤ 
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高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画 

策定のためのアンケート調査実施要領 

 

１ 調査の目的 

  高齢者の生活状況や、介護サービスの利用状況等について把握し、令和９年度から３

か年の「高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画」の策定や行政施策に反映するため、

アンケート調査を実施する。 

 

２ アンケート種別と対象 

 (1) 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（国様式） 

  ① 目的 

    日常生活圏域ごとに高齢者の課題や生活ニーズ等を把握するために実施 

  ② 対象者 

    65歳以上の高齢者（令和８年１月１日現在） 約 2,000人 

     ※以下(2)在宅介護実態調査の対象者のほか要介護・要支援認定者を除く 

③ 設問（52問） 

    国様式･･･必須 36項目、オプション 11項目  市独自･･･７項目 

 

(2) 在宅介護実態調査（国様式） 

  ① 目的 

    「在宅生活の継続」や「介護者の就労継続」に有効な介護サービス利用のあり方

やサービス整備の方向性を示すために実施 

  ② 対象者 

    在宅の要介護・要支援認定者（令和８年１月１日現在） 約 1,000人 

     ※国の手引きによる必要サンプル数目標 600件（回収率６割見込） 

※新規申請中、施設入所者を除く 

③ 設問（21問） 

 国様式･･･基本 11項目、オプション７項目  市独自･･･３項目 

 

(3) 在宅生活改善調査（国様式） 

  ① 目的 

    住み慣れた地域での生活の継続性を高めるために必要な支援やサービス、連携の

あり方等を検討するために実施 

  ② 対象者 

    市内居宅介護支援事業所・地域包括支援センター管理者及びケアプラン作成者 

 ③ 設問（19問） 

    事業所票…国様式４項目、利用者票…国様式 14項目、市独自 1項目 
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３ 調査期間 

 令和８年２月２日から３月６日（回答〆切日） 

 ※２(3)在宅生活改善調査をのぞく（別途実施） 

 

４ 調査方法 

 ・郵送による配布・回収（回収は料金受取人払） 

 ・無記名式（ただし、2-(2)の調査は連番を付し介護給付データと連携する接続方式） 

 

５ 主な調査内容 

介護予防日常生活圏域ニーズ調査（52問） 在宅介護実態調査（21問） 

【問１】本人や家族の生活状況 

【問２】体を動かすことについて 

【問３】食べることについて 

【問４】毎日の生活について 

【問５】地域での活動について 

【問６】就労について 

【問７】助け合いについて 

【問８】健康について 

【問９】認知症に関すること 

【問10】介護予防について 

【調査１】調査対象者に関すること 

 ・介護サービスの利用状況 

 ・疾病の状況 

 ・介護サービスの満足度 

 ・施設の検討状況、介護を受けたい場所 

 ・在宅生活に必要な支援サービス 

【調査２】主な介護者に関すること 

 ・介護の内容、不安に感じる介護 

 ・離職の有無、勤務の状況 

 ・勤務先からの支援、介護の継続意向 

日常生活改善調査（19問） 

【事業所票】 

・問１ 所属ケアマネ数、利用者数 

・問２ 居所変更の利用者数 

・問３ 居所変更の異動先 

【利用者票】 

・問１ 対象利用者の状況 

・問２ 現在のサービスで生活維持が難し

くなっている理由 

・問３ サービス変更による状況改善 
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介護保険料等の段階区分基準額の改正について 

１ 改正概要 

介護保険料等を算定する際の年金収入等の基準額を増額改正する。 

 

２ 改正理由 

年金収入等の基準額は、老齢基礎年金（満額）の支給額を基に国が定めているが、令和７年の

支給額が 826,500円となるため改正するもの。 

＜経過＞ 

設定時：794,500円（平成 17年） ⇒ 809,000円（令和６年） 

 

３ 改正の影響 

⑴ 介護保険料の所得段階区分の変更（令和８年４月から） 

 ※第１、第２、第４、第５段階が対象 

段階 

（乗率） 
対象者 年額 

第１段階 

（0.285） 

・生活保護受給者 

・世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者等 

・世帯全員が市民税非課税かつ本人年金収入等が 

  (80 万 9,000円以下) ⇒82万 6,500円以下 

18,468円 

第２段階 
（0.485） 

世帯全員が市民税非課税かつ本人年金収入等が 

(80 万 9,000円超) ⇒82万 6,500円超 120万円以下 
31,428円 

第３段階 
（0.685） 世帯全員が市民税非課税かつ本人年金収入等 120万円超 44,388円 

第４段階 
（0.90） 

本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入

等が(80 万 9,000円以下) ⇒82万 6,500円以下 
58,320円 

第５段階 
（1.00） 

本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ 

本人年金収入等（80 万 9,000円超） ⇒82万 6,500円超 

(基準額) 

64,800円 

第６段階 
（1.20） 本人が市民税課税かつ合計所得 120万円未満 77,760円 

第７段階 
（1.30） 本人が市民税課税かつ合計所得 120万円以上 210万円未満 84,240円 

第８段階 
（1.50） 本人が市民税課税かつ合計所得 210万円以上 320万円未満 97,200円 

第９段階 
（1.70） 本人が市民税課税かつ合計所得 320万円以上 420万円未満 110,160円 

第 10段階 
（1.90） 本人が市民税課税かつ合計所得 420万円以上 520万円未満 123,120円 

第 11段階 
（1.95） 本人が市民税課税かつ合計所得 520万円以上 620万円未満 126,360円 

第 12段階 
（2.00） 

本人が市民税課税かつ合計所得 620万円以上 720万円未満 129,600円 

第 13段階 
（2.10） 

本人が市民税課税かつ合計所得 720万円以上 136,080円 

  ※糸魚川市介護保険条例第７条では、介護保険法施行令第 39条第 1項各号に掲げる者とし

て規定しており改正施行令の施行と同時に適用されるため、条例改正を要しない。 
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⑵ 高額介護（予防）サービス費の利用者負担段階区分の変更（令和８年８月から） 

 世帯全員が住民税非課税のうち個人が対象 

利用者負担段階区分 上限額（月額） 

・課税所得 690万円以上 世帯 140,100円 

・課税所得 380万円以上 690万円未満 世帯  93,000円 

・住民税課税世帯で課税所得 380万円未満 世帯  44,400円 

・世帯全員が住民税非課税 世帯  24,600円 

 ・前年の合計所得金額及び課税年金収入額の合計が

(80万 9,000円以下) ⇒82万 6,500円以下 

・老齢福祉年金の受給者 

個人  15,000円 

・生活保護の受給者等 
個人  15,000円 

世帯  15,000円 

 

 

⑶ 食費・居住費等の利用者負担段階区分の変更（令和８年８月から） 

 第２段階、第３段階①が対象 

利用者負担段階 

食費（円/日） 居住費等（円/日） 

施設 

ｻｰﾋﾞｽ 

短期 

入所 

ｻｰﾋﾞｽ 

ﾕﾆｯﾄ型

個室 

ﾕﾆｯﾄ型

個室的

多床室 

従来型 

個室 
多床室 

第
１
段
階 

本人及び世帯全員が住民税非
課税で老齢福祉年金の受給者、
生活保護の受給者 

300 300 880 550 
550 

(380) 
0 

第
２
段
階 

本人及び世帯全員が住民税非
課税で、合計所得金額＋課税年
金収入額＋非課税年金収入額
が(80万 9,000円以下) 

⇒82万 6,500円以下 

390 600 880 550 
550 

(480) 
430 

第
３
段
階 
① 

本人及び世帯全員が住民税非
課税で、合計所得金額＋課税年
金収入額＋非課税年金収入額
が(80 万 9,000 円超) ⇒82 万
6,500円超 120万円以下 

680 1,030 1,370 1,370 
1,370 

(880) 
430 

第
３
段
階 

② 

本人及び世帯全員が住民税非
課税で、合計所得金額＋課税年
金収入額＋非課税年金収入額
が 120万円超 

1,420 1,360 1,470 1,470 
1,470 

(980) 
530 

  ※従来型個室の（ ）内金額は、特別養護老人ホームと短期入所サービス利用の場合 

 



令和8年度介護報酬改定の概要

○ 「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和７年11月21日閣議決定）において、「介護分野の職員の処遇改善
については、（中略）他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和８年度介護報酬改定において、必要な対応を行
う」とされたことを踏まえて、令和９年度介護報酬改定を待たずに、期中改定を実施する。改定率は＋２.０３％（処
遇改善分＋１.９５％、基準費用額（食費）の引上げ分＋０.０９％）となる。

概要

令和８年度介護報酬改定に関する「大臣折衝事項」（令和７年12月24日）（抄）

「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、「介護分野の職員の処遇改善については、（中略）他職種と遜色のない処遇

改善に向けて、令和８年度介護報酬改定において、必要な対応を行う」とされたことを踏まえて、令和９年度介護報酬改定を待たず

に、期中改定を実施する。具体的には、政府経済見通し等を踏まえた介護分野の職員の処遇改善、介護サービス事業者の生産性向上

や協働化の促進等のため、以下の措置を講じる。なお、これらの措置による改定率は＋2.03％（国費＋518億円（令和８年度予算額

への影響額））となる。

・ 介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円（3.3％）の賃上げを実現する措置を実施する。

・ 生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円（2.4％）の上乗せ措置を実施する。

※ 合計で、介護職員について最大月1.9万円（6.3％）の賃上げ（定期昇給0.2万円込み）が実現する措置。

・ 上記の措置を実施するため、今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大するとともに、生産

性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける。また、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、

訪問リハビリテーション、居宅介護支援等について、新たに処遇改善加算を設ける。

・ また、令和９年度介護報酬改定を待たずに、介護保険施設等における食費の基準費用額について、１日当たり100円引き上げる

（低所得者については、所得区分に応じて、利用者負担を据え置き又は１日当たり30～60円引上げ）。

なお、令和９年度介護報酬改定においては、介護分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保を図る必要があるとの認識のも

と、「介護事業経営実態調査」等において、介護サービス事業者の経営状況等について把握した上で、物価や賃金の上昇等を適切に

反映するための対応を実施する。同時に、介護保険制度の持続可能性を確保するため、介護給付の効率化・適正化に取り組む必要が

ある。今般の有料老人ホームに関する制度改正の内容も踏まえつつ、サービスの提供形態に応じた評価の在り方について所要の措置

を講じることを検討する。
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基準費用額（食費）の見直し

○ 基準費用額は、介護保険法の規定に基づき、食事の提供及び居住等に要する平均的な費用の額を勘案して定めるこ

ととされているが、介護保険法においては、介護保険施設等における食事の提供又は居住等に要する費用の状況その

他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならないこととされている。

○ 近年の食材料費の上昇や、令和７年度介護事業経営概況調査において、食事の提供に要する平均的な費用の額と基

準費用額との差が生じている状況等を踏まえ、令和９年度改定を待たずに、令和８年８月より、基準費用額（食費）

を100円/日引き上げる。また、負担限度額（食費）について、在宅で生活する者との公平性等を総合的に勘案し、令

和８年８月より、利用者負担第３段階①の利用者は30円/日、第３段階②の利用者は60円/日引き上げる。

※このほか、介護保険部会での議論を踏まえ、所得段階間の均衡を図る観点からの負担限度額の見直しもあわせて実施。

（参考）診療報酬は、令和８年度改定において、入院時の食費基準額を40 円/食引き上げ、この際には低所得者に配慮した対応として、所得区分等に応じ、

患者負担を20 円～40 円/食引き上げる措置が検討されている。

概要

6

負担限度額

基準費用額

令和８年

8月から
令和８年

7月まで

1,445円 1,545円

０円

利用者負担段階

負担限度額
（利用者負担）

補足給付
（基準費用額と負担限度額の
差額を介護保険から給付）

第１段階

令和８年

8月から
令和８年

7月まで

300円 ３００円

負担限度額
（利用者負担）

補足給付
（基準費用額と負担限度額の
差額を介護保険から給付）

第2段階

令和８年

8月から
令和８年

7月まで

3９０円 ３９０円

負担限度額
（利用者負担）

補足給付
（基準費用額と負担限度額の
差額を介護保険から給付）

第3段階①

令和８年

8月から
令和８年

7月まで

650円 ６８０円

負担限度額
（利用者負担）

補足給付
（基準費用額と負担限度額の
差額を介護保険から給付）

第3段階②

令和８年

8月から
令和８年

7月まで

1,360円 1,420円

全額利用者負担

施設と利用者の契約に
基づき金額を設定

第４段階
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（介護保険運営協議会）委員報酬・旅費の改定について 

 

１ 改正概要 

 ⑴ 委員報酬 

 市町合併以降据置きとしてきた特別職の職員で非常勤のものの報酬金額について、近年の物

価上昇を踏まえ 10％程度の増額改定を行う。 

区分 改定前の額 改定後の額 

会長 6,000円／日 6,600円／日 

委員 5,400円／日 5,900円／日 

 

 ⑵ 旅費 

 昼食代を含む諸雑費・用務地内の移動にかかる旅費（日当）を廃止する。ただし、移動にか

かる交通費実費相当分は従来どおりとする。 

区分 改定前の額 改定後の額 

日当 1,400円／日 なし 

実費 25円／Km 25円／Km 

※日当は、オンライン出席の場合、これまでも支給していない。 

※実費は、私有自動車により会議会場まで移動した場合。 

 

２ 改正理由 

国家公務員等の旅費に関する法律が改正されたことを踏まえ、特別職の職員に係る費用弁償

の制度の見直し等を行うため。 

（令和７年第５回糸魚川市議会定例会において関連する条例改正案は議決済み） 

 

３ 改正期日 

 令和８年４月１日 
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令和８年度 基幹型地域包括支援センター（地域包括ケア係） 

事業実施方針 

 

○基本的活動方針と実施事業            

 

 方針１/介護予防・日常生活支援総合事業の多様なサービスの展開  

⑴ 基準緩和型訪問サービスの活用 

  ・基準緩和型訪問サービスの人材育成と掃除等の生活支援の活用 

  ・地域による互助活動のモデル的な実施 

 ⑵ 介護予防・日常生活支援総合事業の評価と制度改正に向けた取組 

  ・総合事業対象者の評価・分析による事業の見直しと再構築 

 

 方針２／地域包括ケアシステムの深化・推進   

⑴ 在宅医療・介護連携を図るための体制の充実 

  ・医療、介護連携促進のための、相談支援や研修会の開催 

・ACP（人生会議）関連の取組み評価と今後の施策展開の検討 

⑵ 地域包括支援センターの機能強化 

 ・地域包括支援センター評価指標を用いた業務改善 

  ・地域包括支援センターの体制整備に向けた協議 

 ⑶ 地域支え合い推進事業（生活支援体制整備事業）による助け合いの推進 

  ・地域包括支援センターや他課との連携による新規実施地区の開拓 

 

 方針３／共生社会の実現のための認知症施策の展開   

⑴ 認知症の地域支援の推進 

  ・チームオレンジの立ち上げ支援、活動支援 

  ・軽中度難聴者への補聴器助成 

⑵ 認知症の人の尊厳の保持と共生の地域づくり 

  ・ひとり歩き高齢者サポート事業の実施 

  ・複雑化・複合化した課題のある個別ケースでの認知症地域支援推進員の積極的な

活用 

 

 方針４／尊厳を保つための権利擁護の推進   

⑴ 成年後見制度利用支援体制の拡充 

  ・成年後見制度の相談体制整備 

⑵ 高齢者虐待防止への取組 

  ・高齢者虐待防止マニュアルの見直し 

資料 No.５ 
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令和８年度地域包括支援センター重点委託方針 

 

１．自立支援・介護予防・重度化防止に向けた介護予防・日常生活支援総合事業の活用 

  事業を活用し、高齢者一人一人が、それぞれの状態に応じた健康づくりや介護予防、

生きがい活動に取り組み、重度化を防止していくことが出来る。 

・地域リハビリテーション活動支援事業や短期集中サービスの利用など、リハビ

リ専門職等との連携を強化し、状態の改善、重度化防止が図られるよう、サービス

の調整を行う。 

・シルバー人材センターが従事者となる緩和型訪問サービスを利用するなど、多

様なサービスを積極的に活用する。 

 

２．生活支援体制整備事業を活用した地域包括ケアシステムの推進 

  地域による支え合いの機能を高め、高齢者の社会参加・介護予防・生活支援を促し

ていく。 

・重点支援地区を選定し、地域ケア会議による課題の把握や生活支援サービスの

創出のための地区活動を行う。  
 

３．認知症支援の体制づくり 

  認知症に関する困難ケースについて、課題や支援体制構築に向けた分析を行う。 

・包括会議等を活用し、自包括で関わった認知症に関する困難ケースについて共

有するとともに、支援体制構築に向けた分析を行う。  
 

【地域包括支援センター 専門部会での取組み】 

部会名 取組事項 

保健師部会 見直ししたフレイル予防支援ツールを活用し地域活動を展開 

主任ケアマネ部会 
居宅介護支援事業所向けの地域リハビリテーション活動支援

事業活用のための研修会の企画・運営 

社会福祉士部会 
高齢者虐待防止マニュアル見直しや成年後見制度の相談体制

構築に向けた協力 

 


